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■
作
業
は
状
況
に
よ
り
遅
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す

作
業
は
、
通
勤
・
通
学
時
ま

で
に
は
終
了
さ
せ
る
予
定
で
す

が
、
除
雪
車
の
台
数
に
限
り
が

あ
り
ま
す
。
降
雪
量
に
よ
っ
て

は
除
雪
の
時
間
が
遅
れ
た
り
、

片
側
１
車
線
の
み
の
除
雪
に
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
出
入
口
の
雪
は
個
人
で
片
付

け
て
く
だ
さ
い

除
雪
車
が
通
過
し
た
後
に
宅

地
等
の
出
入
口
に
雪
を
寄
せ
て

し
ま
い
ま
す
が
、
村
道
の
除
雪

を
最
優
先
に
行
っ
て
い
ま
す
の

で
、
ご
迷
惑
か
と
思
い
ま
す
が
、

出
入
口
に
た
ま
っ
た
雪
は
個
人

で
片
付
け
て
く
だ
さ
い
。

■
倒
木
、
し
な
っ
た
竹
な
ど
の

処
理
は
所
有
者
が
責
任
を
持
っ

て
行
っ
て
く
だ
さ
い

雪
の
重
み
に
よ
り
倒
れ
た
木

や
竹
は
所
有
者
が
責
任
を
も
っ

て
片
付
け
て
く
だ
さ
い
。
緊
急

性
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
役

場
で
伐
採
等
必
要
な
処
置
を
行

い
ま
す
の
で
、
所
有
者
の
方
は

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

冬
の
道
路
は
除
雪
が
行
わ
れ

て
い
て
も
た
い
へ
ん
危
険
で
す
。

冬
用
タ
イ
ヤ
だ
け
で
な
く
タ
イ

ヤ
チ
ェ
ー
ン
な
ど
を
携
帯
し
、

安
全
運
転
で
お
願
い
し
ま
す
。

こ
の
他
、
不
明
な
点
に
つ
い

て
は
役
場
建
設
課
整
備
係
（
1

２
４
―
５
１
１
１
内
線
57
）
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

11月３日に行われた村民バレーボール大会での募金
や区長会の協力で新潟県中越地震災害義援金を募り、多
数の方々にご協力をいただきました。また、村内の団体
からも義援金が寄せられ、合計2,179,037円の義援金
が集まりました。厚くお礼申し上げます。
みなさんからの義援金は上毛新聞社をとおして被災し

た方々に責任を持って届けます。
現在は役場での募金の受け付けは終了していますの

で、よろしくお願いいたします。

災害義援金のご協力ありがとうこざいました
・全村民　　　　　　　　　 1,350,790円
・高橋政男　　　　　　　　 米一俵
・ＮＰＯ法人　清流の会　　　　　12,401円
・赤城高原長寿会　　　　　　　　30,000円
・村内バレーボール大会募金　 155,600円
・議会　　　　　　　　　　　 160,000円
・農業委員会　　　　　　　　 130,000円
・役場窓口設置義援金箱　　　　　37,246円
・村三役（村長､助役､教育長） 30,000円
・村寿会（管理職職員） 63,000円
・村職員互助会(村長外104人)  210,000円

※この他も
・戸丸　肇　　　　 4,000円
・昭和の湯募金箱　　　95,351円
・民生児童委員　　　　80,000円
・社会福祉協議会職員　20,000円
の義援金が集まりました。
ご協力ありがとうございます。

冬
期
間
は
除
雪
作
業
を
行
い
ま
す

車
の
冬
支
度
は
お
済
み
で
し
ょ
う
か
？
今
年
も
村
内
の
主
要
幹
線
を
中
心
に
、
82

路
線
、
１
２
９
・
８
㎞
の
村
道
で
除
雪
・
砂
撒
き
作
業
を
行
う
予
定
で
す
。
作
業
中

は
ご
迷
惑
を
お
か
け
い
た
し
ま
す
が
、
作
業
が
無
事
に
進
み
ま
す
よ
う
ご
理
解
・

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

雪道を走る場合はお忘れなく

タイヤチェーン 冬用タイヤ
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身
に
覚
え
の
な
い
請
求
書
が

来
ま
し
た

身
に
覚
え
の
な
い
も
の
は
支

払
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
慌
て

て
支
払
っ
た
り
す
る
と
、
取
り
戻

す
こ
と
が
困
難
に
な
り
ま
す
。

連
絡
先
が
書
い
て
あ
る
ん
だ

け
ど

身
に
覚
え
の
な
い
場
合
は
一

切
連
絡
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。
悪
質
な
業
者
に
電
話
番
号
等

を
知
ら
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
業
者
か
ら
連
絡

が
あ
っ
て
も
、
名
前
、
住
所
、
電

話
番
号
、
勤
務
先
等
の
情
報
は
絶

対
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し

ょ
う
。届

い
た
は
が
き
な
ど
は
捨
て

て
も
い
い
の
？

証
拠
と
し
て
保
管
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。
請
求
が
何
度
に
も
わ

た
る
な
ど
、
悪
質
な
場
合
に
は
、

犯
罪
に
当
た
る
可
能
性
も
あ
り
ま

す
。警
察
署
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

裁
判
所
か
ら
督
促
状
が
届
い

た
の
で
す
が
…

無
視
す
る
こ
と
な
く
、
異
議

申
し
立
て
を
し
ま
し
ょ
う
。
裁
判

所
か
ら
支
払
い
督
促
が
届
い
た
場

合
、
２
週
間
以
内
に
異
議
を
申
し

立
て
な
い
と
、
相
手
の
請
求
を
認

め
た
こ
と
に
な
り
、
支
払
い
を
迫

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
覚
え

の
な
い
支
払
い
督
促
等
が
届
い
た

ら
、
当
該
裁
判
所
に
対
し
、
す
ぐ

に
異
議
申
し
立
て
の
手
続
き
を
と

り
ま
し
ょ
う
。

法
務
省
認
可
特
殊
法
人
か
ら

請
求
が
来
ま
し
た

「
法
務
省
（
ま
た
は
法
務
局
）

認
可
特
殊
法
人
」
と
い
っ
た
法
人

は
存
在
し
ま
せ
ん
。
弁
護
士
以
外

の
者
が
債
権
回
収
業
を
営
む
た
め

に
は
、
法
務
大
臣
の
「
許
可
」
が

必
要
で
す
が
、
法
務
大
臣
が
会
社

又
は
法
人
と
な
る
こ
と
を「
認
可
」

す
る
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。ま
た
、

法
務
大
臣
の
許
可
し
た
債
権
回
収

会
社
が
、
担
当
者
の
連
絡
先
と
し

て
携
帯
電
話
の
番
号
を
指
定
し
た

り
、
回
収
金
の
振
込
先
を
個
人
名

義
の
口
座
と
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。

こ
の
ほ
か
詳
し
い
こ
と
が
知
り

た
い
方
は
、
前
橋
地
方
法
務
局
沼

田
支
局
沼
田
人
権
擁
護
委
員
協
議

会
5
２
２
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２
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８
ま
で

実
際
に
請
求
は
が
き
な
ど
が
届

い
て
不
安
な
方
は
一
人
で
悩
ま
ず

に
沼
田
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

1
２
０
―
１
５
０
０
な
ど
に
相

談
し
ま
し
ょ
う

平
成
17
年
４
月
以
降
の
預
金

の
保
護
は
ど
う
な
る
の
で
す
か
？

平
成
17
年
４
月
以
降
は
、
当

座
預
金
や
利
息
の
つ
か
な
い
普
通

預
金
（
決
済
用
預
金
）
や
利
息
の

つ
く
普
通
預
金
な
ど
は
、
預
金
者

１
人
当
た
り
１
金
融
機
関
ご
と
に

元
本
１
千
万
円
ま
で
と
そ
の
利
息

が
保
護
さ
れ
ま
す
。

預
金
保
険
の
対
象
と
な
る
商

品
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り

ま
す
か
？

対
象
と
な
る
商
品
は

・
当
座
預
金
　
・
普
通
預
金

・
別
段
預
金
　
・
定
期
預
金

・
通
知
預
金
　
・
納
税
準
備
預
金

・
定
期
積
金
　
・
貯
蓄
預
金

・
掛
金

・
金
融
債(

ワ
イ
ド
等)

・
元
本
補
て
ん
契
約
の
あ
る
金
銭

信
託(

ビ
ッ
グ
等)

預
金
保
証
制
度
の
対
象
と
な

る
金
融
機
関
は
ど
こ
で
す
か
？

対
象
と
な
る
金
融
機
関
は

・
銀
行
　
　
　
　
　
・
信
用
金
庫

・
信
金
中
央
金
庫
　
・
信
用
組
合

・
労
働
金
庫

・
労
働
金
庫
連
合
会

・
全
国
信
用
協
同
組
合
連
合
会

※
農
協
等
の
系
統
金
融
機
関
は
、

別
途
、
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金

保
険
制
度
に
加
入
し
て
い
ま
す
。

架
空
債
権
の

請
求
に
ご
注
意
を
Z

悪
質
な
業
者
が
「
法
務
大
臣
の
許
可
し
た
債
権
回
収

会
社
」
の
名
前
を
か
た
っ
て
架
空
の
債
権
を
請
求
す
る

ケ
ー
ス
に
つ
い
て
の
相
談
が
、
法
務
局
や
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
等
に
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
合

に
は
次
の
と
お
り
対
処
し
ま
し
ょ
う
。

ＱＡ ＱＡ ＱＡ

ＱＡ ＱＡ

ＱＡ ＱＡ ＱＡ

預
金
保
険
制
度

Ｑ

Ａ
＆＆

※最低保障を超える部分は金融機関の財産の状況に応じて支払われます。

当座預金
普通預金
別段預金
定期預金
定期積金
ビッグ・ワイド等
外貨預金
譲渡性預金
ヒット等

全額保護

合算として元本１千万円
までとその利息の最低保
障（※）

決済用預金（当座預金や利益のつかない
普通預金）は全額保障対

象
商
品

商
品

対
象
外

保護対象外
金融機関の財産の状況に応じて支払い
（一部カットされることがあります）

決済用預金以外の預金（利息のつく普通
預金、定期預金等）は合算して元本１千
万円までとその利息の最低保障（※）

平成17年４月から平成17年３月まで


